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庁
・
小
田
支
所
に
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
内
子
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

　

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

●
申
込
受
付
期
間　
10
月
24
日（
月
）

　

～
11
月
18
日（
金
）

※
郵
送
の
場
合
は
期
間
内
必
着
。

【
提
出
・
問
い
合
わ
せ
】

総
務
課　

人
事
給
与
係

〒
７
９
５

－

０
３
９
２

内
子
町
平
岡
甲
１
６
８
番
地

☎
０
８
９
３
（
４
４
）６
１
５
０

　

http://w
w

w
.tow

n.uchiko.

　

 ehim
e.jp/

●
募
集
内
容

　

清
掃
作
業
員　

１
人

●
任
用
期
間　

24
年
４
月
１
日
～

　

25
年
３
月
31
日

●
応
募
資
格　

次
の
⑴
⑵
の
条
件

　

を
満
た
す
人

⑴
24
年
４
月
１
日
現
在
の
年
齢
が

　

18
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人

⑵
地
方
公
務
員
法（
昭
和
25
年
法

　

律
第
２
６
１
号
）第
16
条
各
号

　

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
人

●
必
要
資
格　

な
し

●
勤
務
条
件

⑴
勤
務
場
所

　

内
山
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー

●
応
募
資
格　

次
の
⑴
⑵
の
条
件

　

を
満
た
す
人

⑴
24
年
４
月
１
日
現
在
の
年
齢
が

　

18
歳
以
上
59
歳
未
満
の
人

⑵
地
方
公
務
員
法（
昭
和
25
年
法

　

律
第
２
６
１
号
）第
16
条
各
号

　

の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
人

●
勤
務
条
件

⑴
勤
務
時
間

　

原
則
と
し
て
午
前
８
時
30
分
～

　

午
後
５
時
15
分
（
７
時
間
45
分

　

勤
務
）。
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、

　

年
末
年
始
は
休
み
。

※
た
だ
し
職
場
に
よ
っ
て
勤
務
時

　

間
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

⑵
休
暇

　

有
給
休
暇
・
特
別
休
暇
有
り
。

⑶
各
種
手
当
・
保
険

　

期
末
・
通
勤
・
時
間
外
勤
務
手

　

当
有
り
。
健
康
・
厚
生
年
金
・

　

雇
用
・
労
災
保
険
有
り
。

●
採
用
試
験

⑴
選
考
方
法　

面
接
選
考

⑵
選
考
日　

12
月
４
日（
日
）

⑶
場
所　

内
子
町
役
場

※
事
情
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
が

　

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
申
込
者

　

に
通
知
し
ま
す
。

●
申
込
方
法

　

申
込
書
と
必
要
資
格
の
証
明
書

　

の
写
し
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
込
書
は
、
総
務
課
・
内
子
分

●
募
集
内
容

《
保
育
士
》

・
募
集
人
員　

３
人

・
必
要
資
格　

保
育
士
資
格

・
勤
務
場
所　

町
内
の
保
育
園
ま

　

た
は
児
童
館
な
ど

・
賃
金（
予
定
）

　

月
額
15
万
２
８
０
０
円

《
幼
稚
園
教
諭
》

・
募
集
人
員　

１
人

・
必
要
資
格　

幼
稚
園
教
諭
免
許

・
勤
務
場
所　

町
内
の
幼
稚
園

・
賃
金（
予
定
）

　

月
額
15
万
２
８
０
０
円

《
学
校
調
理
員
》

・
募
集
人
員　

１
人

・
必
要
資
格　

な
し

・
勤
務
場
所　

町
内
の
学
校

・
賃
金（
予
定
）

　

日
額
６
３
３
０
円

●
任
用
期
間

　

24
年
４
月
１
日
か
ら
の
６
カ
月

※
勤
務
成
績
が
良
好
で
あ
れ
ば
更

　

新
可
能
。
た
だ
し
、
更
新
は
１

　

回
の
み
。

　
（
内
子
町
五
百
木
２
９
７
）

⑵
勤
務
時
間

　

原
則
と
し
て
午
前
８
時
30
分
～

　

午
後
５
時
15
分
（
１
日
・
７
時

　

間
45
分
勤
務
）

⑶
賃
金（
予
定
）

　

月
額
15
万
２
８
０
０
円

※
勤
務
日
数
に
応
じ
て
賞
与
有
り
。

⑷
そ
の
他

　

有
給
休
暇
・
特
別
休
暇
有
り
。

　

各
種
手
当
て
・
保
険
有
り
。

●
採
用
試
験

⑴
選
考
方
法　

面
接
選
考

⑵
選
考
日　

12
月
４
日（
日
）

⑶
場
所　

内
子
町
役
場

※
事
情
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
が

　

あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
申
込
者

　

に
通
知
し
ま
す
。

●
申
込
方
法

　

志
願
票
と
履
歴
書（
市
販
の
も

　

の
）を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
志
願
票
は
、
環
境
政
策
室
に
あ

　

り
ま
す
。

●
申
込
受
付
期
間

　

11
月
１
日（
火
）
～
18
日（
金
）

※
郵
送
の
場
合
は
期
間
内
必
着
。

【
提
出
・
問
い
合
わ
せ
】

内
子
町
役
場　

環
境
政
策
室

〒
７
９
５

－

０
３
９
２

内
子
町
平
岡
甲
１
６
８
番
地

☎
０
８
９
３
（
４
４
）６
１
５
９

集

募内
子
町

臨
時
職
員
を
募
集
し
ま
す

内
山
衛
生
事
務
組
合

臨
時
職
員
を
募
集
し
ま
す
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ら
ゆ
る
相
談
に
応
じ
ま
す
。
予
約

不
要
で
、
相
談
料
は
無
料
で
す
。

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。

●
期
間

　

11
月
14
日（
月
）
～
20
日（
日
）

●
時
間　

平
日
は
午
前
８
時
30
分

　

～
午
後
７
時
、
土
・
日
曜
日
は

　

午
前
10
時
～
午
後
５
時
ま
で

●
相
談
電
話
番
号（
全
国
統
一
）

☎
０
５
７
０
（
０
７
０
）
８
１
０

※
Ｉ
Ｐ
電
話
か
ら
は
接
続
不
可

●
相
談
担
当　

人
権
擁
護
委
員
・

　

法
務
局
職
員

●
主
催　

松
山
地
方
法
務
局
・
愛

　

媛
県
人
権
擁
護
委
員
連
合
会

【
問
い
合
わ
せ
】

松
山
地
方
法
務
局

☎
０
８
９
（
９
３
２
）
０
８
８
８

　

11
月
は
労
働
保
険
適
用
促
進
強

化
期
間
で
す
。

　

労
働
者
を
一
人
で
も
雇
っ
て
い

る
事
業
主
は
労
働
保
険（
労
災
保

険
・
雇
用
保
険
）に
加
入
す
る
義

務
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

愛
媛
労
働
局　

労
働
保
険
徴
収
室

☎
０
８
９
（
９
３
５
）５
２
０
２

防災コラム _ ６

「避難勧告」「避難指示」の情報を
素早く、正確にキャッチしましょう
　内子町は、地震の発生や、大雨などによる土砂
災害・がけ崩れなどの危険性がある場合に、該当
する地域の皆さんに対し避難勧告や避難指示を行
います。
●「避難勧告」と「避難指示」の違い
　避難勧告は、災害によって被害が予想される地
域の皆さんに対し、避難場所への避難を勧めるも
のです。
　避難指示は、避難勧告よりも強く避難を求める
もので、急を要する場合や、人的被害が出る危険
性が非常に高まった場合に発表されます。
●どのように伝達されるの
①内子町防災行政無線放送で
②テレビなどのメディアを通じて
③緊急速報「エリアメール」を通じて

●エリアメールの配信をスタート
　町では10月15日からエリアメールの配信を開
始しました。エリアメールは㈱ＮＴＴドコモが提
供するサービスで、同社の携帯電話に対し緊急地
震速報や避難情報がメールで配信されます。
　同サービスは、①回線混雑の影響を受けずに受
信できる②申込不要、使用料・通信料無料などの
特徴がありますが、機種によっては受信できない
場合や、あらかじめ設定が必要な場合がありま
す。詳しくは、同社へお問い合わせください。
○ＮＴＴドコモ（フリーダイヤル）
☎０１２０（８９０）３６０

【問い合わせ】
総務課　消防防災係
☎０８９３（４４）６１５０

　

県
と
松
山
市
が
連
携
し
、“
産

業
の
チ
カ
ラ
で
え
ひ
め
を
元
気

に
”を
テ
ー
マ
に
、「
す
ご
い
も
の

博
２
０
１
１
～
え
ひ
め
・
ま
つ
や

ま
産
業
ま
つ
り
」
を
開
き
ま
す
。

県
内
の
特
産
品
の
展
示
販
売
や
伝

統
文
化
体
験
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

催
し
が
行
わ
れ
ま
す
。
ぜ
ひ
お
出

か
け
く
だ
さ
い
。

●
期
日

　

10
月
22
日（
土
）・
23
日（
日
）

●
場
所　

城
山
公
園
や
す
ら
ぎ
広

　

場（
松
山
市
）

【
問
い
合
わ
せ
】

松
山
市　

産
業
政
策
課

☎
０
８
９
（
９
４
８
）６
７
１
４

　

女
性
の
人
権
問
題
に
関
す
る
あ

愛
媛
県
の
魅
力
い
っ
ぱ
い

「
す
ご
い
も
の
博
２
０
１
１
」

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

強
化
週
間
の
お
知
ら
せ

一
人
で
も
雇
っ
た
ら
、

入
ろ
う
。
労
働
保
険

し

催

●場所
　内子自治センター
●主な催し
◦２～４日　文芸作品の展示
◦３日のみ　バザー、アルプ　
　ホルンの演奏、ミニＳＬ展　
　示、もちまき　他

【問い合わせ】
うちこ文化祭実行委員会事務局
☎０８９３（４４）３０７３

うちこ文化祭

11 月２日（水）
　 ～４日（金）

●場所
　立川自治会館・立川小学校
●主な催し
　バザー、ログハウスの組み立
　て実演、和太鼓演奏、農産物
　品評会、文芸作品の展示　他

【問い合わせ】
立川自治会事務局長　白石
☎０８９３（４５）０８５１
※月・水・金曜日のみ対応

立川地区
文化産業祭
11月３日（木・祝）
午前８時～

●場所
　石畳清流園
●主な催し
　バザー、農産物販売、和太鼓
　演奏、伊予漫才、豊年踊り、子
　どものゲーム、もちまき

【問い合わせ】
石畳水車まつり
実行委員会事務局　西岡
☎０８９３（４３）１７０２

第 20 回石畳
水車まつり
11月３日（木・祝）
午前 10 時～

●場所
　小田の郷せせらぎ・文化交流
　センタースバル
●主な催し
　バザー、たらいうどん早食い競
　争、芸能・カラオケ発表会　他

【問い合わせ】
小田の郷ふるさとまつり
実行委員会事務局
☎０８９２（５２）３１１１

小田の郷
ふるさとまつり
11 月６日（日）
午前９時～

●場所
　五十崎自治センター
●主な催し
◦５日　小中学生俳句大会
◦６日　小田川コンサート、バ
　ザー、もちまき　他
◦５～６日　文芸作品の展示

【問い合わせ】
五十崎自治センター
☎０８９３（４３）１２２１

第 31 回
五十崎文化祭
11 月５日（土）
　　 ６日（日）

●場所
　大瀬商店街
●主な催し
　バザー、柿の産直販売、柿の
　種飛ばし大会、柿の皮むき大
　会、大瀬中学校吹奏楽部の演
　奏、農産物の展示即売会　他

【問い合わせ】
大瀬自治センター
☎０８９３（４７）０１０２

大瀬農業祭
柿まつり
11 月６日（日）
午前９時30 分～

●場所
　内子東自治センター
●主な催し
　バザー、県警音楽隊・内子中
　学校吹奏楽部の演奏、警察署・
　消防署のコーナー、クロッケー
　大会、もちまき　他

【問い合わせ】
内子東自治センター
☎０８９３（４３）０１３６

内子東自治
センターまつり
11 月 13 日（日）
午前９時～

秋の実りに感謝を込めて

文化祭・農業祭の
お知らせ

知

せ

ら

お
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